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中央郵便局前での乗降について 
 

 京都中央郵便局前に関する注意喚起です。 

京都中央郵便局前は北行の一方通行規制となりますが、路線/観光バス待機場

に面しており、『（人の乗降を除く）駐停車禁止』規制がかけられている上に、道路が

ボラードで制限されています。 

 

規制を字句通りに解釈すれば、お客様が手を上げられた場合には停車してご乗車

いただく事は問題ないのですが、①後続車両が妨げられ、追越もボラードがあり困難、

②ほとんどのお客様が横断歩道前後からご乗車/降車され、信号通過に時間がかか

る③荷物の積み下ろしが多く、乗降に時間がかかる―などで一般車両の方から都度、

苦情を頂いております。 

 

そのため、業務センターではお願い事項として以下の対応を推奨いたします。 

 

①乗降はできるだけ横断歩道の北側でお願いします 

②降車はできれば烏丸口おりばにご誘導をお願いします 

③曲がり角付近など、前方の見通しがきかない場所では停止しない 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記につきまして、貴社乗務員・組合員へ周知徹底をお願いします。 


